
 

一 

下
水
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
 
新
旧
対
照
表
 

 ○
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

  
（
排
水
設
備
の
設
置
等
）
 

第
十
条
 
公
共
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共

下
水
道
の
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
、
使
用
者
又
は
占
有
者
（
第
三
項

に
お
い
て
「
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、

次
の
区
分
に
従
つ
て
、
そ
の
土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
に
流
入
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
排
水
管
、
排
水
渠き

よ

そ
の
他
の
排
水
施
設
（
以
下
「
排
水
設
備
」

と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
土
地
の
汚
水
を

浄
化
槽
（
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
浄
化
槽
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
処
理
す
る
場
合
（
同
法
の
違

反
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
見

地
か
ら
不
適
切
な
状
態
に
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）

に
お
け
る
当
該
汚
水
に
係
る
排
水
設
備
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

 
一
～
三
 
〔
略
〕
 

２
 
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
地
域
の
特
性
、
水
域
の
状
態
等
に
よ
り
、
前
項

た
だ
し
書
の
政
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
み
に
よ
つ
て
は
公
共

用
水
域
の
水
質
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
上
の
支
障
を
防
止
し
難
い
と
認
め
る

と
き
は
、
条
例
で
、
同
項
た
だ
し
書
の
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
及
び
公

衆
衛
生
の
見
地
か
ら
不
適
切
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
特
別
の
定
め
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
等
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
の
許
可
を

受
け
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
本
文
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
排
水
設
備
を
設
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
排
水
設
備
の
改
築
又
は
修
繕
は
、
同

  
（
排
水
設
備
の
設
置
等
）
 

第
十
条
 
公
共
下
水
道
の
供
用
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
共

下
水
道
の
排
水
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
、
使
用
者
又
は
占
有
者
は
、
遅
滞

な
く
、
次
の
区
分
に
従
つ
て
、
そ
の
土
地
の
下
水
を
公
共
下
水
道
に
流
入
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
排
水
管
、
排
水
渠き

よ

そ
の
他
の
排
水
施
設
（
以
下
「
排
水

設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情

に
よ
り
公
共
下
水
道
管
理
者
の
許
可
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

      
一
～
三
 
〔
略
〕
 

〔
新
設
〕
 

     〔
新
設
〕
 

   ２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
排
水
設
備
の
改
築
又
は
修
繕
は
、
同
項



  

二 

項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
設
置
す
べ
き
者
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
清
掃
そ

の
他
の
維
持
は
、
当
該
土
地
の
占
有
者
（
同
項
第
三
号
の
土
地
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
共
施
設
を
管
理
す
べ
き
者
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

５
 
〔
略
〕
 

６
 
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
当
た
つ
て

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
浄
化
槽
法
の
規
定
に
よ
り
浄
化
槽
の
設
置

に
関
し
て
監
督
を
行
う
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別

区
に
あ
つ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
に
対
し
て
、
当
該
浄
化
槽
の
設
置
の
状

況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

  
（
排
水
に
関
す
る
受
忍
義
務
等
）
 

第
十
一
条
 
〔
略
〕
 

２
 
〔
略
〕
 

３
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
に
排
水
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
排
水
設
備
の
維
持
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
当
該
排
水
設
備
の
設
置
、
改
築
若
し
く
は
修
繕
又
は

維
持
を
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
他
人
の
土
地
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を

当
該
土
地
の
占
有
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
〔
略
〕
 

  
（
水
洗
便
所
へ
の
改
造
義
務
等
）
 

第
十
一
条
の
三
 
処
理
区
域
内
に
お
い
て
く
み
取
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
建

築
物
を
所
有
す
る
者
は
、
当
該
処
理
区
域
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
下
水
の
処
理
を
開

始
す
べ
き
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
そ
の
便
所
を
水
洗
便
所
（
汚
水
管
が
公
共

下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の
（
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
浄
化
槽
に
連
結
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
６
 
〔
略
〕
 

 

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
設
置
す
べ
き
者
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
清
掃
そ
の

他
の
維
持
は
、
当
該
土
地
の
占
有
者
（
前
項
第
三
号
の
土
地
に
あ
つ
て
は
、

当
該
公
共
施
設
を
管
理
す
べ
き
者
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
〔
略
〕
 

〔
新
設
〕
 

       
（
排
水
に
関
す
る
受
忍
義
務
等
）
 

第
十
一
条
 
〔
略
〕
 

２
 
〔
略
〕
 

３
 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
に
排
水
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
排
水
設
備
の
維
持
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
当
該
排
水
設
備
の
設
置
、
改
築
若
し
く
は
修
繕
又
は

維
持
を
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
他
人
の
土
地
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を

当
該
土
地
の
占
有
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
〔
略
〕
 

  
（
水
洗
便
所
へ
の
改
造
義
務
等
）
 

第
十
一
条
の
三
 
処
理
区
域
内
に
お
い
て
く
み
取
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
建

築
物
を
所
有
す
る
者
は
、
当
該
処
理
区
域
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
下
水
の
処
理
を
開

始
す
べ
き
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
そ
の
便
所
を
水
洗
便
所
（
汚
水
管
が
公
共

下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 ２
～
６
 
〔
略
〕
 

 

 

 



 

三 

○
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

 第
三
条
の
二
 
何
人
も
、
便
所
と
連
結
し
て
し
尿
を
処
理
し
、
終
末
処
理
下
水

道
以
外
に
放
流
す
る
た
め
の
設
備
又
は
施
設
と
し
て
、
浄
化
槽
以
外
の
も
の

（
下
水
道
法
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
並
び
に
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

計
画
に
従
つ
て
市
町
村
が
設
置
し
た
し
尿
処
理
施
設
を
除
く
。
）
を
設
置
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

   〔
削
除
〕
 

    
（
都
道
府
県
の
講
ず
べ
き
措
置
）
 

第
十
一
条
の
三
 
都
道
府
県
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て

は
、
市
又
は
特
別
区
と
す
る
。
）
は
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
、
浄
化
槽
の
清
掃

及
び
第
十
一
条
第
一
項
の
水
質
に
関
す
る
検
査
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ

る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 第
三
条
の
二
 
何
人
も
、
便
所
と
連
結
し
て
し
尿
を
処
理
し
、
終
末
処
理
下
水

道
以
外
に
放
流
す
る
た
め
の
設
備
又
は
施
設
と
し
て
、
浄
化
槽
以
外
の
も
の

（
下
水
道
法
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
並
び
に
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

計
画
に
従
つ
て
市
町
村
が
設
置
し
た
し
尿
処
理
施
設
を
除
く
。
）
を
設
置
し
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
下
水
道
法
第
四
条
第
一
項
の
事
業
計
画
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
同
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
予
定
処
理
区
域
内
の

者
が
排
出
す
る
し
尿
の
み
を
処
理
す
る
設
備
又
は
施
設
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
設
備
又
は
施
設
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
（
前

条
第
二
項
、
前
項
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

浄
化
槽
と
み
な
す
。
 

  〔
新
設
〕
 

    

 

 



  

四 

○
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

  
（
便
所
）
 

第
三
十
一
条
 
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
処
理
区
域
内
に
お
い
て
は
、
便
所
は
、
水
洗
便
所
（
汚
水
管

が
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の
（
同
法
第
十

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
浄
化
槽
法

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
浄
化
槽
に
連
結
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
限

る
。
）
以
外
の
便
所
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
〔
略
〕
 

 

  
（
便
所
）
 

第
三
十
一
条
 
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
八

号
に
規
定
す
る
処
理
区
域
内
に
お
い
て
は
、
便
所
は
、
水
洗
便
所
（
汚
水
管

が
下
水
道
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
に
連
結
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
以
外
の
便
所
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

  ２
 
〔
略
〕
 

 

 

 



 

五 

○
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

  
（
排
水
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
特
例
）
 

第
八
条
 
下
水
道
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
特

定
都
市
河
川
流
域
に
お
い
て
流
域
水
害
対
策
計
画
に
基
づ
き
浸
水
被
害
の
防

止
を
図
る
た
め
に
は
、
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
設
備
（
雨
水

を
排
除
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
が
、
同
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
を
満
た
す
の
み
で
は
十
分
で
な
く
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
し
、

又
は
地
下
に
浸
透
さ
せ
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
同
項
の
技
術
上
の
基

準
に
代
え
て
排
水
設
備
に
適
用
す
べ
き
排
水
及
び
雨
水
の
一
時
的
な
貯
留
又

は
地
下
へ
の
浸
透
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

  
（
排
水
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
特
例
）
 

第
八
条
 
下
水
道
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
特

定
都
市
河
川
流
域
に
お
い
て
流
域
水
害
対
策
計
画
に
基
づ
き
浸
水
被
害
の
防

止
を
図
る
た
め
に
は
、
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
設
備
（
雨
水

を
排
除
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
が
、
同
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
を
満
た
す
の
み
で
は
十
分
で
な
く
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
し
、

又
は
地
下
に
浸
透
さ
せ
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
同
項
の
技
術
上
の
基

準
に
代
え
て
排
水
設
備
に
適
用
す
べ
き
排
水
及
び
雨
水
の
一
時
的
な
貯
留
又

は
地
下
へ
の
浸
透
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 

 



  

六 

○
浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

  
 
 
附
 
則
 

第
三
条
 
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
す
る
者
は
、
新
法
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
雑
排
水
が
公
共
用
水
域
等
に
放
流
さ
れ
る
前
に
処
理
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
同
号
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
設
置
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

  

  
 
 
附
 
則
 

第
三
条
 
既
存
単
独
処
理
浄
化
槽
（
新
法
第
三
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
設
備
又
は
施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
者
は
、
新

法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
雑
排
水
が
公
共
用
水
域
等
に
放
流
さ
れ
る
前

に
処
理
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
同
号
に
規
定
す
る
浄
化
槽
の
設
置
等
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 

 

 


